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１．「ＣＣＳ長期ロードマップ検討会」の開催経緯と本報告書の位置づけ  

 これまでＣＣＳ（二酸化炭素回収・貯留）の検討については、苫小牧市におけ

る国内唯一の大規模ＣＣＳ実証試験や液化ＣＯ２輸送技術の研究開発・実証な

どの研究開発や実証事業等を通じて行われてきており、着実にＣＣＳ技術の蓄

積は進められてきた。 

そうした中、昨年１０月に閣議決定されたエネルギー基本計画において、２０

５０年カーボンニュートラル目標や２０３０年４６％削減目標の実現に向けて、

火力発電所の脱炭素化や、素材産業や石油精製産業といった電化や水素化等で

脱炭素化できずＣＯ２の排出が避けられない分野を中心として、ＣＣＳはカー

ボンリサイクル（ＣＣＵ）とともに最大限活用する必要があると位置づけられて

おり、再生可能エネルギー、原子力、水素・アンモニアとともに、我が国の脱炭

素化と産業政策やエネルギー政策を両立するための「鍵」となる重要なオプショ

ンの一つとなっている1（参考１）。 

 こうした考え方のもと、エネルギー基本計画においては、ＣＣＳについて、技

術的確立・コスト低減、適地開発や事業化に向けた環境整備に係る長期のロード

マップを策定することとされた。 

 加えて、これまでとは異なった大きな環境変化として、ＣＣＳ事業化に向けた

企業のＣＣＳへの取組が活発化してきていることが挙げられる。海外において

は、エクソンによるメキシコ湾岸プロジェクトなど、ここ１年間でＣＣＵＳプロ

ジェクトが７０件以上増加している（参考２）。 

日本企業も、国内外において上流開発を伴わない「単独ＣＣＳ事業」への取組

が活発化している。また、２０２２年５月１０日には、ＥＮＥＯＳホールディン

グス(株)と電源開発(株)が国内におけるＣＣＳ事業化に向け、共同で取り組む

ことを発表するなど、ＣＣＳバリューチェーン全体でＣＣＳ事業化に向けた協

業も進んできている（参考３）。 

こうしたＣＣＳ事業を巡る環境変化を踏まえて、本報告書については、２０２

２年１月から５回にわたって開催した「ＣＣＳ長期ロードマップ検討会」での議

論を踏まえ、２０３０年までのＣＣＳ事業化に向けた政策の方向性と具体的な

アクションを示すことを目的として、中間とりまとめを取りまとめる。 

 

 

 

 

 
1 検討会において、一定の条件で行った試算では、CCS 付き火力発電が、水素・アンモニ

ア発電よりも発電コストが最も安いとの結果もあった。ただし、一定の条件での試算であ

り今後の技術進展等により変わり得る可能性があることに留意。 
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＜参考１＞２０５０年カーボンニュートラルに向けたＣＣＳの位置づけ 

 

 

＜参考２＞世界のＣＣＳプロジェクトの動向 
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＜参考３＞事業者による国内ＣＣＳの事業化に向けた共同取組について 

 

※出典：2022 年 5 月 10 日 ENEOS ホールディングス(株)・電源開発(株)プレスリリース資料 

 

２．２０５０年のＣＣＳの想定年間貯留量の目安と２０３０年のＣＣＳ事業化

に向けた事業環境整備の必要性 

まず、２０５０年を見据えたＣＣＳ長期ロードマップの検討に当たり、２０５

０年時点において想定されるＣＣＳの年間貯留量として、「２０５０年時点で年

間約１.２億トン～２.４億トン」という目安を共有し、共通の認識を得た2。仮

に２０３０年からＣＣＳ事業を開始（操業開始）する場合、ＣＯ２圧入井１本当

たりの貯留可能量を年間５０万トンとした場合でも、２０５０年までの２０年

間で、毎年１２本～２４本ずつの圧入井を増やしていく必要が生じることとな

る。 

 また、事業者へのヒアリングによれば、仮に２０３０年までにＣＣＳ事業を開

始するためには、建設期間が約４年かかることを勘案すると、最終投資決定は２

０２６年度までに実施する必要があり、そのためには、２０２３年にもＦＳや試

掘に必要な機材調達等に着手する必要があることがわかった。 

さらに、現行の法制度の主な課題として、土地の所有権や鉱業法による鉱業権

とのバッティングを回避する観点から新たに「ＣＯ２圧入貯留権」を設定する必

要があること、事業者が負うべき責任の範囲や期間が不明確であることから事

業者や金融機関による投資判断の妨げとなっていることなどがわかった。 

このため検討会においては、委員から「２０３０年までのＣＣＳ事業開始のた

 
2 国際エネルギー機関（ＩＥＡ）における World Energy Outlook ２０２１における各シナリ

オ（ＮＺＥ、ＳＤＳ、ＡＰＳ）において、２０５０年時点において、世界全体でＣＯ２を回収

しなければいけない量として示されている３８億トン～７６億トンをベースに、足元における

世界全体のＣＯ２排出量に対する我が国の排出量割合である３.３％を掛けたもの。 
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めには、可能な限り早期の法整備が必要（２０２３年中の法整備が必要との声が

多数）」、「ＣＣＳ事業の初期段階においては、欧米などＣＣＳ先進国で措置して

いるような建設段階や操業段階における補助金など手厚い政府支援の仕組みが

必要」という声が多数あった（参考４）。 

 

＜参考４＞２０５０年に向けたＣＣＳの年間貯留量目安 

 
 

 

３．ＣＣＳ長期ロードマップ 中間とりまとめ 

 こうした議論を踏まえ、下記の通りＣＣＳ長期ロードマップの中間とりまと

めを示す。 

 

（１）基本理念  

 ＣＣＳを計画的かつ合理的に実施することで、社会コストを最小限にしつつ、

我が国のＣＣＳ事業の健全な発展を図り、もって我が国の経済及び産業の発展

やエネルギーの安定供給確保に寄与することを目的とする。 

 

＜考え方＞ 

 ＣＣＳ実施に向けては、２０５０年におけるＣＣＳの想定年間貯留量からバ

ックキャストし、２０３０年までの操業開始のため、計画的かつエネルギーミッ

クスの状況や他の脱炭素技術の実用化状況を踏まえた合理的な実施とする必要

がある。 
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それにより、ＣＣＳ実施による社会コストを最小限にし、ＣＣＳ事業の健全な

発展と素材産業や石油精製産業といった電化や水素化等で脱炭素化できずＣＯ

２の排出が避けられない分野の発展や、３Ｅ＋Ｓを実現するエネルギーの安定

供給確保を図っていくことを示したものである。 

 

（２）骨子  

２０５０年時点の年間ＣＯ２貯留量の目安を年間１.２億トン～２.４億トン

と想定し、「２０３０年までのＣＣＳ事業開始に向けた事業環境整備を政府とし

てコミット」し、（３）に示す具体的アクションを随時実施する。 

また、ＣＣＳ長期ロードマップ検討会のもとに、「ＣＣＳ事業・国内法検討Ｗ

Ｇ」と「ＣＣＳ事業コスト・実施スキーム検討ＷＧ」を新たに立ち上げ、これら

課題について更なる検討を集中的に行い、年内にＣＣＳ長期ロードマップの最

終とりまとめを行う。 

なお、これらＷＧの主な検討内容は以下のとおり。具体的な内容やメンバー等

については、今後速やかに決定し、速やかに議論を開始する。 

 

＜ＷＧの検討内容（案）＞ 

 ＣＣＳ事業・国内法検討ＷＧ：ＣＣＳ事業の国内法整備に向けた各種課題の

検討 

 ＣＣＳ事業コスト・実施スキーム検討ＷＧ：ＣＣＳバリューチェーン全体で

の現状コストと将来コスト目標、政府支援の在り方等の検討 

 

（３）具体的アクション 

（１）基本理念や（２）骨子に基づき、今後実施すべき具体的アクションは以下

の①～⑤のとおり。なお、こうしたアクションのスケジュール感を参考５に示す。 
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＜参考５＞ＣＣＳ長期ロードマップ 中間とりまとめ 

 

 

①ＣＣＳ事業実施のための国内法整備に向けた検討 

ＣＣＳ事業・国内法検討ＷＧにおいて、２０２２年内にＣＣＳ事業に関する法

整備に向けた論点を整理する（主な論点は参考６参照）。その上で、可能な限り

早期にＣＣＳ事業に関する法整備を行う。 

 

＜参考６＞現行の法制度の主な課題 
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②ＣＣＳコストの低減に向けた取組 

研究開発や実証等を引き続き実施し、分離・回収、輸送・貯留というＣＣＳバ

リューチェーン全体でコストを低減し、日本の産業競争力の維持・強化に貢献す

る。ＣＣＳ事業コスト・実施スキーム検討ＷＧにおいて、官民で将来目指すべき

コスト目標を議論、設定し、これら取組に反映する（参考７）。 

 

＜参考７＞ＣＣＳのプロセス毎の課題と今後の取組（案） 

 

 

③ＣＣＳ事業への政府支援の在り方の検討 

事業者と連携し、国が積極的にＣＣＳの適地調査（探査データの取得・再処理、

データ解釈等）を実施するとともに、既存のデータを含め、国が保有する評価デ

ータを開示する（参考８、９）。 

なお、ＣＣＳの適地について、帯水層に加えて減退又は枯渇した油ガス田もＣ

Ｏ２貯留先として活用できることを考慮する。 
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＜参考８＞国内のＣＯ２貯留ポテンシャルの精緻化に向けた適地調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考９＞適地調査事業のデータ貸し出し及び「たんさ」による物理探査 

 

 

また、先進的なＣＣＳ事業について、欧米などＣＣＳ先進国で措置しているよ

うな分離・回収、輸送・貯留というＣＣＳバリューチェーン全体の建設段階及び
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操業段階を全面的に支援する補助制度も参考にしつつ（参考１０）、我が国政府

による政府支援の在り方を検討する。同事業は事業者が主導する。 

今後、商業化の段階等を踏まえ、米国等における支援措置も参考にしつつ、更

なる政府支援の在り方も柔軟に検討する3。 

 

＜参考１０＞ＣＣＳ事業に対する他国政府の支援事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 なお、こうした政府支援を検討するに当たっては、分離・回収事業者、輸送・

貯留事業者ともに、ＣＣＳ実施のため、ＣＡＰＥＸ（建設コスト）とＯＰＥＸ（操

業コスト）が生じるが、現状では単純な追加コストとなり、ＣＣＳ事業に取り組

むインセンティブがないことに留意が必要。つまり、政府として、２０３０年ま

でのＣＣＳ事業開始に向けた事業環境整備を行うためには、少なくともＣＡＰ

ＥＸ及びＯＰＥＸを全額負担しないと、事業者がＣＣＳ事業に取り組むインセ

ンティブが発生しないこととなる（参考１１）。 

  

 
3 欧州でも導入されているカーボンプライシング制度については、様々な要因を考慮する

必要があるため、今回の CCS 事業化に向けた議論の前提としない。 
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＜参考１１＞ＣＣＳ事業化に向けたコストイメージ 

 

 

 

※ 上記モデルについては、分離・回収事業者がＣＯ２を販売し収入を得たり、

輸送・貯留事業者がＣＯ２の輸送や貯留に対するサービス料を取って収

入を得るなど、様々なケースがあり得る。 

※ また、ＣＯ２排出源が、分離・回収事業者と一致しないケースもある。 

 

④ＣＣＳ事業に対する国民理解の増進 

２０５０年カーボンニュートラルという野心的な目標の実現を目指し、あら

ゆる可能性を排除せず、使える技術は全て使うとの発想に立ち、苫小牧ＣＣＳ大

規模実証事業を通じて得られた知見も活用しつつ、国や地方自治体、企業等が一

体となり、２０５０年カーボンニュートラルに向けたＣＣＳの必要性を国民へ
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発信し、ＣＣＵＳ実施による自治体への経済波及効果、ＣＣＳに伴う安全性の確

保、リスクの管理及びＣＣＳコストの低減に向けた取組等を示しつつ、国民やＣ

ＣＳ実施地域の住民等の理解増進を図る（参考１２）。 

 

＜参考１２＞ＣＣＳの国民理解増進に向けた苫小牧ＣＣＳ実証事業の知見活用 

 

⑤海外ＣＣＳ事業の推進 

化石燃料に依存するアジア等新興国のカーボンニュートラルに向け、「アジア

ＣＣＵＳネットワーク」を通じて知見を共有するとともに、最大の産油ガス地域

であり貯留ポテンシャルが高い中東、豪州やアジア等における海外ＣＣＳ事業

へのリスクマネー供給、ＪＣＭにおけるＣＣＳクレジットのルールメイキング

等により日本企業によるＣＣＳ適地確保や事業の推進を積極的に支援する（参

考１３～１６）。 

また、国内で発生したＣＯ２を海外に輸送・貯留するためには輸出の仕組みや

輸送・貯留先の相手国との取り決めが必要となるところ、今後、ＣＣＳ事業・国

内法検討ＷＧにおいて議論されるＣＣＳ国内法に必要な事項を盛り込む（参考

１７）。 
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＜参考１３＞アジアＣＣＵＳネットワークについて 

 

 

＜参考１４＞「アジアＣＣＵＳネットワークフォーラム」の創設・開催 
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＜参考１５＞ＪＯＧＭＥＣ法改正による海外ＣＣＳ事業へのリスクマネー供給 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考１６＞ＣＣＳ活用によるクレジット大規模化 ～尼グンディプロジェクト～ 
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＜参考１７＞国内で発生したＣＯ２を海外に輸送・貯留するための制度整備の必要性 
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【参考資料集】 

○ＩＥＡ試算から推定される日本のＣＣＳの想定年間貯留量の目安 

 
 

 

○「第６次エネルギー基本計画」におけるＣＣＳの位置付け 
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○カーボンリサイクル技術ロードマップにおけるＣＯ２分離回収技術について 

 

 

○北海道苫小牧市におけるＣＣＳ大規模実証試験 
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○液化ＣＯ２船舶輸送実証について① 

 

 

 

○液化ＣＯ２船舶輸送実証について② 
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○安全なＣＣＳ実施のためのＣＯ２貯留技術の研究開発について 

 

 

 

○海外機関との連携による光ファイバー技術の大規模実証について 
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○分離回収・輸送・貯留技術の確立に向けた取組（環境省事業） 

 

 

○ノルウェーにおける政府支援 
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○米国における政府支援 

 
 

○豪州における政府支援 
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○英国における政府支援 

 
 

○構想段階案件：①米国・メキシコ湾におけるＣＣＳハブ構想 
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○構想段階案件：②ノルウェー・Longshipプロジェクト 

 

 

 

○構想段階案件：③英国・ＣＣＵＳクラスター構想 
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○操業段階案件：①Quest（カナダ） 

 

 

 

○操業段階案件：②Gorgon Carbon Dioxide Injection（豪州） 
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○操業段階案件：③Petra Nova Carbon Capture（米国） 

 

 

 


